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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状に形成された本体部と、該本体部とは別体に形成されて該本体部の内部に収容され
、該本体部に挿入される相手方端子を前記本体部の内壁との間に弾性的に挟持する接続片
と、を有し、前記相手方端子と電気的に接続する端子と、
　該端子が挿入される端子収容室と、前記本体部の係止凹部に係合することにより前記端
子収容室に挿入された前記端子を抜け止めする係止凸部が形成された可撓性を有するラン
スと、を有するコネクタハウジングと、
　を備え、
　前記係止凹部に係合した前記係止凸部が、前記接続片の押圧部を押圧して、前記係止凹
部を形成する壁面との間に前記押圧部を挟持する、
　ことを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記係止凹部が、前記本体部の壁面の一部を該本体部の内側に向けて折り曲げることに
より形成され、
　前記係止凹部に係合した前記係止凸部が、折り曲げた前記壁面との間に前記押圧部を挟
持する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記係止凸部及び前記係止凹部が、前記端子の挿入方向及び前記ランスの撓み方向のそ
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れぞれに垂直な方向において並んで一対に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記押圧部が、前記本体部の前記係止凹部に係止されて前記本体部と前記接続片とを係
合する係止片部である、
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コネクタハウジング内部の端子収容室に可撓性を有するランスを設け、このランスに形
成されたビーク（係止凸部）を端子収容室に収容された端子の係止孔に係合させることに
より、端子を保持固定するコネクタが知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－８４４０４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　まず、図１１～図１６を参照して、従来のこの種のコネクタについて説明する。
【０００５】
　このコネクタ１０１は、図１１及び図１２に示すように、コネクタハウジング１１０と
、電線Ｗの先端に取り付けられた端子１５０と、コネクタハウジング１１０の内部に前方
から装着されるフロントホルダ１７０と、相手方コネクタを嵌合させるためのレバー１８
０と、防水栓１６０及びパッキン１６５と、を備えている。
【０００６】
　コネクタハウジング１１０には、アウタハウジング部１１１と、その内側のインナハウ
ジング部１１２とが設けられており、インナハウジング部１１２の内部に、端子収容室１
１４と、端子１５０を前方向に位置決めするストッパ１１５と、端子収容室１１４に後方
から端子１５０が挿入された際に端子１５０に押されて端子１５０の挿入経路の外側（図
１１では下側。）へ一旦撓み変形し、端子１５０がストッパ１１５で位置決めされる位置
まで挿入された段階で撓みから復帰して、端子１５０を後方へ位置決め係止する可撓性を
有したランス１２０と、が設けられている。
【０００７】
　ランス１２０は、インナハウジング部１１２の内周壁から延設され、自由端である先端
を前方に向けて片持状に設けられており、自由端である先端に近い位置の上面の幅方向中
央の１箇所にビーク１２２を有している。そして、ランス１２０は、図１３に示すように
、ビーク１２２がボックス部１５１に形成された係止孔１５４に係合され、端子収容室１
１４に挿入された端子１５０を後方へ位置決め係止する。
【０００８】
　端子１５０は、図１４及び図１５に示すように、前部に、相手方コネクタのオスタブ端
子（相手方端子、図示せず。）が挿入される扁平角筒状のボックス部（本体部）１５１を
有し、後部に、電線Ｗの先端に加締め固定するための電線加締部１５８を有するもので、
ボックス部１５１を構成する幅広の周壁の幅方向中央の１箇所に、ランス１２０のビーク
１２２と係合する係止孔１５４を有している。ボックス部１５１の内部には、オスタブ端
子を受け入れる差し込みスペース１５２と、差し込みスペース１５２に進入してきたオス
タブ端子をボックス部１５１の内壁との間で弾性的に挟持するバネ片（接続片）１５３と
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、が設けられている。
【０００９】
　バネ片１５３は、相手方コネクタのオスタブ端子と接触する接触部１５５と、ボックス
部１５１に形成された係止部１５７に係止されてボックス部１５１とバネ片１５３とを係
合させる係止片部１５６と、を備えており、ボックス部１５１内部に保持されている。バ
ネ片１５３は、図１６に示すように、ボックス部１５１の内壁との間にクリアランスＬを
有して設けられている。即ち、バネ片１５３は、ボックス部１５１にオスタブ端子が挿入
されていない状態においては、上下方向に多少のガタつきを有しており、上下方向に僅か
に移動可能な状態でボックス部１５１内部に保持されている。
【００１０】
　ところで、このようなコネクタ１０１は、例えばオプション選択時にのみ使用する回路
への導通接続に用いられる場合のように、車両等の取付け対象に取付けられた後、相手方
コネクタが嵌合されていない待受け状態となる場合がある。この待受け状態においては、
コネクタ１０１に相手方コネクタが嵌合されないため、ボックス部１５１にはオスタブ端
子が挿入されない。
【００１１】
　このように、コネクタ１０１が待受け状態である場合には、ボックス部１５１にオスタ
ブ端子が挿入されないため、前述したように、バネ片１５３は上下方向に移動可能な状態
でボックス部１５１内部に保持される。このため、従来のコネクタ１０１では、取り付け
対象である車両等に発生した振動が待受け状態にあるコネクタに作用した場合に、バネ片
１５３がボックス部１５１の内壁に繰り返し衝突して、コネクタから異音が発生する虞が
あった。
【００１２】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、待受け状態におけ
る異音の発生を抑制できるコネクタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前述した目的を達成するために、本発明に係るコネクタは、下記（１）～（４）を特徴
としている。
（１）　筒状に形成された本体部と、該本体部とは別体に形成されて該本体部の内部に収
容され、該本体部に挿入される相手方端子を前記本体部の内壁との間に弾性的に挟持する
接続片と、を有し、前記相手方端子と電気的に接続する端子と、
　該端子が挿入される端子収容室と、前記本体部の係止凹部に係合することにより前記端
子収容室に挿入された前記端子を抜け止めする係止凸部が形成された可撓性を有するラン
スと、を有するコネクタハウジングと、
　を備え、
　前記係止凹部に係合した前記係止凸部が、前記接続片の押圧部を押圧して、前記係止凹
部を形成する壁面との間に前記押圧部を挟持する、
　こと。
（２）　（１）の構成のコネクタであって、
　前記係止凹部が、前記本体部の側壁の一部を該本体部の内側に向けて折り曲げることに
より形成され、
　前記係止凹部に係合した前記係止凸部が、折り曲げた前記側壁との間に前記押圧部を挟
持する、
　こと。
（３）　（１）又は（２）の構成のコネクタであって、
　前記係止凸部及び前記係止凹部が、前記端子の挿入方向及び前記ランスの撓み方向のそ
れぞれに垂直な方向において並んで一対に形成されている、
　こと。
（４）　（１）～（３）のいずれかの構成のコネクタであって、
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　前記押圧部が、前記本体部の前記係止凹部に係止されて前記本体部と前記接続片とを係
合する係止片部である、
　こと。
【００１４】
　上記（１）の構成のコネクタでは、本体部の内部に収容された接続片が、ランスの係止
凸部と本体部の係止凹部の壁面との間に挟持されるため、接続片と本体部との間のガタつ
きが抑制される。このため、待受け状態における異音の発生を抑制できる。
　また、上記（１）の構成のコネクタでは、接続片のうちの、相手方端子を本体部の内壁
との間に弾性的に挟持する部分とは異なる押圧部が挟持されるため、相手方端子の端子挿
入力には影響を及ぼすことなく、待受け状態における異音の発生を抑制できる。
　上記（２）の構成のコネクタでは、折り曲げという平易な製造工程により本体部に係止
凹部を形成することができるため、製造が容易であり、製造コストの増加を抑制できる。
　上記（３）の構成のコネクタでは、一対の係止凸部及び係止凹部により端子が保持され
るため、端子保持力を向上できる。
　上記（４）の構成のコネクタでは、本体部と接続片とを係合するための部材である係止
片部が押圧部としても機能するため、端子を小型化でき、省スペース化及び低コスト化を
図ることできる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係るコネクタによれば、待受け状態における異音の発生を抑制できるコネクタ
を提供できる。
【００１６】
　以上、本発明について簡潔に説明した。更に、以下に説明される発明を実施するための
形態（以下、「実施形態」という。）を添付の図面を参照して通読することにより、本発
明の詳細は更に明確化されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本実施形態のコネクタを示す分解斜視図である。
【図２】図２は、同コネクタの相手方コネクタと嵌合する前の状態を示す外観斜視図であ
る。
【図３】図３は、コネクタハウジングの端子収容室に、電線の先端に取り付けた端子を挿
入しようとしている状態を示す縦断面図であり、図５のＢ－Ｂ線に対応する位置における
縦断面図である。
【図４】図４（ａ）は、端子収容室に端子を挿入する途中の状態を示す縦断面図であり、
図５のＢ－Ｂ線に対応する位置における縦断面図である。図４（ｂ）は、端子収容室に端
子を挿入した状態を示す縦断面図であり、図５のＢ－Ｂ線に対応する位置における縦断面
図である。
【図５】図５は、端子収容室に端子を挿入した状態を示す水平断面図であり、図４（ｂ）
のＶ－Ｖ線に対応する位置における水平断面図である。
【図６】図６（ａ）はコネクタハウジングにおける端子収容室側の構成を示す水平断面斜
視図であり、図６（ｂ）は端子を端子収容室に挿入した際の端子とランスの係合状態を示
す水平断面図である。
【図７】図７（ａ）は上方から視た端子を示す外観斜視図であり、図７（ｂ）は上方から
視たバネ片を示す斜視図であり、図７（ｃ）は図７（ａ）に示す端子の縦断面斜視図であ
る。
【図８】図８（ａ）は下方から視た端子を示す外観斜視図であり、図８（ｂ）は下方から
視たバネ片を示す斜視図である。
【図９】図９（ａ）は、端子収容室に端子を挿入した状態を示す横断面図であり、図５の
Ｃ－Ｃ線に対応する位置における横断面図である。図９（ｂ）は、端子収容室に端子を挿
入した状態を示す縦断面図であり、図５のＡ－Ａ線に対応する位置における縦断面図であ
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る。
【図１０】図１０は、フロントホルダを仮係止位置から本係止位置まで押し込み操作する
場合の作用説明図で、図１０（ａ）はフロントホルダを仮係止位置から本係止位置まで押
し込む前の状態を示す縦断面図であり、図５のＢ－Ｂ線に対応する位置における縦断面図
である。図１０（ｂ）はフロントホルダを仮係止位置から本係止位置まで押し込んだ状態
を示す縦断面図であり、図５のＢ－Ｂ線に対応する位置における縦断面図である。
【図１１】図１１は、従来のコネクタを示す図で、コネクタハウジングの端子収容室に、
電線の先端に取り付けた端子を挿入しようとしている状態を示す縦断面図であり、ランス
のビークを通る位置における縦断面図である。
【図１２】図１２（ａ）は端子収容室に端子を挿入する途中の状態を示す縦断面図であり
、ランスのビークを通る位置における縦断面図である。図１２（ｂ）は端子収容室に端子
を挿入した状態を示す縦断面図であり、ランスのビークを通る位置における縦断面図であ
る。
【図１３】図１３（ａ）はコネクタハウジングにおける端子収容室側の構成を水平断面で
示す斜視図であり、図１３（ｂ）は端子を端子収容室に挿入した際の端子とランスの係合
状態を水平断面で示す平面図である。
【図１４】図１４（ａ）は上方から視た端子を示す外観斜視図であり、図１４（ｂ）は上
方から視たバネ片を示す斜視図であり、図１４（ｃ）は図１４（ａ）に示す端子の縦断面
斜視図である。
【図１５】図１５（ａ）は下方から視た端子を示す外観斜視図であり、図１５（ｂ）は下
方から視たバネ片を示す斜視図である。
【図１６】図１６は、端子収容室に挿入した状態の端子の上下方向におけるクリアランス
を示す説明図であり、図１２（ｂ）の一部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に係るコネクタの具体的な実施形態について、各図を参照しながら以下に説明す
る。
【００１９】
　図１～図１０は実施形態に係るコネクタ１を示している。
　コネクタ１は、相手方コネクタ２と嵌合されるコネクタであり、図１及び図２に示すよ
うに、樹脂製のコネクタハウジング１０と、それぞれ電線Ｗの先端に取り付けられてコネ
クタハウジング１０の内部に収容保持される必要個数の金属製の端子５０と、コネクタハ
ウジング１０の内部に前方から装着される樹脂製のフロントホルダ７０と、コネクタハウ
ジング１０に回動自在に装着され、両コネクタ１、２を嵌合させる際に、両コネクタ１、
２を初期嵌合状態にした上で仮係止位置から本係止位置まで回動させられることにより、
てこの原理を利用して小さい力で両コネクタ１、２を完全嵌合させるレバー８０と、防水
栓６０及びパッキン６５と、を備えている。
【００２０】
　コネクタハウジング１０には、前面に開口１１ａを有するアウタハウジング部１１と、
その内側のインナハウジング部１２とが設けられており、アウタハウジング部１１とイン
ナハウジング部１２との間には、両コネクタ１、２の嵌合時に、相手方コネクタ２のハウ
ジング３のフード部４が進入するフード部嵌合スペース１３が確保されている。尚、アウ
タハウジング部１１とインナハウジング部１２は、後から装着する部品の邪魔にならない
位置で互いに一体に連結されている。
【００２１】
　インナハウジング部１２の内部には、図３に示すように、それぞれ後方から端子５０が
挿入される複数の端子収容室１４と、端子収容室１４に後方から挿入される端子５０の前
端が突き当たることで端子５０を前方向に位置決めするストッパ１５と、端子収容室１４
に後方から端子５０が挿入された際に端子５０に押されて端子５０の挿入経路の外側（図
３では下側。）へ一旦撓み変形し、端子５０がストッパ１５で位置決めされる位置まで挿
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入された段階で撓みから復帰して、端子５０を後方へ位置決め係止して抜け止めする可撓
性を有するランス２０と、が設けられている。
【００２２】
　ランス２０は、インナハウジング部１２の内周壁から延設され、自由端である先端を前
方に向けて片持状に設けられている。このランス２０は、図６に示すように、端子５０の
ボックス部５１の幅寸法に対応した１枚の幅広の板状に形成されている。ランス２０の自
由端である先端に近い幅広面には、幅方向中央に端子５０の係止孔５４に係合するビーク
２２が突設されている。また、該幅広面には、幅方向両端近傍に端子５０の係止凹部５５
、５５にそれぞれ係合する２つのビーク２３、２３が突設されている。即ち、該幅広面に
は、２つのビーク２３、２３が、端子５０の挿入方向（前後方向）及びランス２０の撓み
方向（上下方向）のそれぞれに垂直な方向（左右方向、ランス２０の幅方向、図３におけ
る奥行方向）において並んで一対に形成されている。
【００２３】
　ランス２０には、ランス２０の剛性を弱めるためのスリット２４が前後方向に沿って形
成され、これらスリット２４でランス２０の幅方向に切り離された３つの部分の先端が連
結部２５により相互に連結されている。また、ランス２０の幅方向両端に配されたビーク
２３と幅方向中央に置されたビーク２２の位置は前後方向にずれており、３つのビーク２
２、２３の前端が係止孔５４及び係止凹部５５の前部孔縁に係合し、少なくとも幅方向両
端に配されたビーク２３の側面が係止凹部５５の側部孔縁に係合するように構成されてい
る。また、幅方向両端に配されたビーク２３は幅方向中央に配されたビーク２２よりも前
後方向に長く形成されている。
【００２４】
　ランス２０は、フロントホルダ７０が仮係止位置にあるとき、コネクタハウジング１０
の後方より挿入された端子５０に押されて一旦撓み空間２８側に（図４（ａ）に矢印Ｘで
示す方向に。）撓み変形し、端子５０がストッパ１５で止まる位置まで挿入された段階で
撓みから復帰することにより、端子５０を抜け止め係止できるように構成されている。
【００２５】
　端子５０は、図７及び図８に示すように、前部に、相手方コネクタ２のオスタブ端子が
前方から進入してきたときに該オスタブ端子（相手方端子、図示せず。）を受け入れて接
触導通する扁平角筒状のボックス部（本体部）５１を有し、後部に、電線Ｗの先端に加締
め固定するための電線加締部５９を有する。ボックス部５１は、一枚の金属板を折り曲げ
成形することにより形成されている。ボックス部５１を構成する幅広の周壁の幅方向中央
には、ランス２０のビーク２２と係合する係止孔５４が設けられている。また、該周壁の
幅方向両端には、ランス２０の一対のビーク２３、２３とそれぞれ係合する係止凹部５５
、５５が設けられている。即ち、該周壁には、２つの係止凹部５５、５５が、端子５０の
挿入方向（前後方向）及びランス２０の撓み方向（上下方向）のそれぞれに垂直な方向（
左右方向、端子５０の幅方向、図３における奥行方向）において並んで一対に形成されて
いる。係止凹部５５は、ボックス部５１の壁面の一部を切り欠いて形成した折曲げ片５８
ａ、５８ｂをボックス部５１の内側に向けて折り曲げることにより形成されている。ボッ
クス部５１の内部には、オスタブ端子を受け入れる差し込みスペース５２と、差し込みス
ペース５２に進入してきたオスタブ端子をボックス部５１の内壁との間で弾性的に挟持し
て、端子５０とオスタブ端子とを電気的に接続するバネ片（接続片）５３と、が設けられ
ている。
【００２６】
　バネ片５３は、ボックス部５１とは別体に形成され、図７及び図８に示すように、相手
方コネクタ２のオスタブ端子と弾性接触する接触部５７と、接触部５７と一体に形成され
た係止片部５６と、を有している。バネ片５３は、係止片部５６が図７に示すようにボッ
クス部５１の折曲げ片５８ａ、５８ｂに係止されることにより、ボックス部５１と係合し
ている。また、図８に示すように、係止片部５６の一部は、係止凹部５５からボックス部
５１の外部に向かって露出している。
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【００２７】
　ランス２０が端子収容室１４に挿入された端子５０を抜け止めしている状態においては
、図９に示すように、係止凹部５５に係合したビーク２３が、バネ片５３の係止片部５６
をランス２０の係止方向に押圧して、折曲げ片５８ａ（即ち、係止凹部５５を形成する壁
面。）との間に係止片部５６を挟持している。より具体的には、ビーク２３が、折曲げ片
５８ａとの間に、係止片部５６のボックス部５１から外部に露出した部分を押圧して挟持
している。このため、係止片部５６の上下方向への移動が規制されている。また、このと
き、係止片部５６の左右方向の端面が折曲げ片５８ｂに当接しているため、バネ片５３の
左右方向への移動も規制されている。即ち、係止片部５６は、ボックス部５１の係止凹部
５５に係止されてボックス部５１とバネ片５３とを係合する係止片部としてだけではなく
、端子５０の抜け止め時にビーク２３により押圧される押圧部としても機能している。
【００２８】
　端子５０に先端が固定された電線Ｗの外周には、端子収容室１４の周壁と電線Ｗの外周
との間の隙間をシールするゴム製の防水栓６０が設けられ、コネクタハウジング１０のイ
ンナハウジング部１２の外周には、両コネクタ１、２を嵌合した際に相手方コネクタ２の
フード部４とインナハウジング部１２との間の隙間をシールするパッキン６５が設けられ
ており、これら防水栓６０及びパッキン６５のシール作用によりコネクタ１が防水仕様に
構成されている。尚、図７及び図８に示すように、防水栓６０は、端子５０の後端におい
て電線Ｗの絶縁被覆の上に加締め固定されている。
【００２９】
　フロントホルダ７０は、図１０に示すように、コネクタハウジング１０のインナハウジ
ング部１２に対し前側の仮係止位置から後側の本係止位置に押し込み可能とされている。
【００３０】
　このフロントホルダ７０には、インナハウジング部１２の前端外周部に嵌合する筒壁７
１が設けられており、この筒壁７１の底部側に、図１０（ｂ）に示すように、端子５０を
ランス２０により抜け止め係止した状態でフロントホルダ７０を仮係止位置から本係止位
置に押し込んだとき、ランス２０の撓み空間２８内に進入してランス２０の撓みを禁止し
、それにより端子５０を二重係止するランス押さえ部７８が設けられている。
【００３１】
　レバー８０は、図１に示すように、互いに平行に対向する一対の側板８１、８２と、こ
れら一対の側板８１、８２を連結する連結操作部８３と、を有している。このレバー８０
は、両方の側板８１、８２を、コネクタハウジング１０のインナハウジング部１２を上下
から挟む位置に配した状態で、コネクタハウジング１０に水平方向回動可能に装着されて
おり、仮係止位置から回動させることにより、初期嵌合されている両コネクタ１、２を完
全嵌合させることができるように構成されている。
【００３２】
　以下では、本実施形態に係るコネクタ１の作用及び効果を説明する。
【００３３】
　本実施形態に係るコネクタ１は、筒状に形成されたボックス部（本体部）５１と、ボッ
クス部５１とは別体に形成されてボックス部５１の内部に収容され、ボックス部５１に挿
入されるオスタブ端子をボックス部５１の内壁との間に弾性的に挟持するバネ片（接続片
）５３と、を有し、オスタブ端子と電気的に接続する端子５０、及び、端子５０が挿入さ
れる端子収容室１４と、ボックス部５１の係止凹部５５に係合することにより端子収容室
１４に挿入された端子５０を抜け止めするビーク（係合凸部）２３が形成された可撓性を
有するランス２０と、を有するコネクタハウジング１０、を備えている。そして、係止凹
部５５に係合したビーク２３が、バネ片５３の係止片部（押圧部）５６を押圧して折曲げ
片（係止凹部５５を形成する壁面）５８ａとの間に係止片部５６を挟持する。
　これにより、ボックス部５１の内部に収容されたバネ片５３が、ランス２０のビーク２
３とボックス部５１の折曲げ片５８ａとの間に挟持されるため、バネ片５３とボックス部
５１との間のガタつきが抑制される。このため、本実施形態に係るコネクタ１によれば、



(8) JP 5947656 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

待受け状態における異音の発生を抑制できる。また、バネ片５３のうちの、オスタブ端子
をボックス部５１の内壁との間に弾性的に挟持する接触部５７とは異なる係止片部５６が
挟持されるため、オスタブ端子の端子挿入力には影響を及ぼすことなく、待受け状態にお
ける異音の発生を抑制できる。
【００３４】
　また、本実施形態に係るコネクタ１では、係止凹部５５が、ボックス部５１の壁面の一
部（折曲げ片５８ａ）をボックス部５１の内側に向けて折り曲げることにより形成され、
係止凹部５５に係合したビーク２３が、折り曲げた当該壁面との間に係止片部５６を挟持
する。
　このため、本実施形態に係るコネクタ１によれば、折り曲げという平易な製造工程によ
り本体部に係止凹部を形成することができるため、製造が容易であり、製造コストの増加
を抑制できる。
【００３５】
　また、本実施形態に係るコネクタ１では、ビーク２３及び係止凹部５５が、端子５０の
挿入方向及びランス２０の撓み方向のそれぞれに垂直な方向（幅方向）において並んで一
対に形成されている。また、幅方向に並んて形成された当該一対のビーク２３及び係止凹
部５５の幅方向中央には、ビーク２２及び係止孔５４が形成されている。
　このため、本実施形態に係るコネクタ１によれば、一対のビーク２３及び係止凹部５５
と、ビーク２２及び係止孔５４とにより端子が保持されるため、端子保持力を向上できる
。
【００３６】
　また、本実施形態に係るコネクタ１では、ビーク２３により押圧される押圧部が、ボッ
クス部５１の係止凹部５５に係止されてボックス部５１とバネ片５３とを係合する係止片
部５６である。
　このため、本実施形態に係るコネクタ１によれば、ボックス部５１とバネ片５３とを係
合するための部材である係止片部５６が押圧部としても機能するため、端子５０を小型化
でき、省スペース化及び低コスト化を図ることできる。
【００３７】
　尚、本発明の技術的範囲は、上述した実施形態に限定されるものではない。上述した実
施形態は、本発明の技術的範囲内で種々の変形や改良等を伴うことができる。
【００３８】
　例えば、本実施形態に係るコネクタ１では、係止凹部５５が、ボックス部５１の壁面の
一部を切欠いて形成した折曲げ片５８ａ、５８ｂを折り曲げることにより形成される構成
としたが、他の公知の手法により形成される構成としても構わない。例えば、鋳造や溶接
により係止凹部を形成する構成としても構わない。
【００３９】
　また、本実施形態に係るコネクタ１では、バネ片５３のうちの、ボックス部５１の係止
凹部５５に係止されてボックス部５１とバネ片５３とを係合する係止片部５６が、ビーク
２３により押圧されてボックス部５１との間に挟持され、押圧部として機能する構成とし
たが、バネ片５３のうちの、係止片部５６とは別に設けられた押圧部がビーク２３により
押圧されてボックス部５１との間に挟持される構成としても構わない。
【００４０】
　また、本実施形態に係るコネクタ１では、ビーク２３及び係止凹部５５が幅方向に並ん
で一対に形成されている構成としたが、単一のビーク２３及び係止凹部５５が形成されて
いる構成としても構わない。また、ビーク２３及び係止凹部５５が３つ以上形成されてい
る構成としても構わない。
【符号の説明】
【００４１】
１　コネクタ
２　相手方コネクタ
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３　ハウジング
４　フード部
１０　コネクタハウジング
１１　アウタハウジング部
１２　インナハウジング部
１４　端子収容室
２０　ランス
２２　ビーク
２３　ビーク（係止凸部）
５０　端子
５１　ボックス部（本体部）
５２　差し込みスペース
５３　バネ片（接続片）
５４　係止孔
５５　係止凹部
５６　係止片部（押圧部）
５７　接触部
５８ａ　折曲げ片
５８ｂ　折曲げ片

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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